
        
 
                                 
 
 

 

 令和５年４月１日からすべての自転車利用者に乗用ヘル

メット着用の努力義務が課せられましたが、みなさんの周

囲ではいかがでしょうか。昔から「命が惜しければヘルメ

ットをかぶりましょう」と指導されますが、２０１８年～２０

２１年の警察庁の調べによると、死亡者の致命傷として最

も多いのが頭部で約６割を占めています。その次が胸部

の１割強とのことです。ヘルメット着用で頭部を守ること

ができるとすれば、半数以上の人が死ななくて済むので

すから、かぶらない手はないでしょう。 

 国内では、現在のところ、自転車用の乗用ヘルメットの公的 

な安全規格基準は定められてい

ません。国内の任意規格である

SGマークや JCFマーク、欧州規

格への適合を示す CE マークな

どを表示した商品が販売されて

いる一方で、いずれの規格等へ 

の適合を示すマークも表示されていない商品も販売されています。いずれを選ぶかは悩みどころです。 

校長はオートバイに乗っていますが、オートバイも致命傷は頭部や胸部です。乗用ヘルメットは安全

規格や自分が信頼できるメーカーかどうかで選びますし、ウエアは、胸・肩・肘・背中・膝などにプロテ

クターの装備されたものを選びます。 

 さて、９／５の交通安全教室。岡山市生活安全課から交通指導員２名が

来校し、低学年と中高学年に分かれて行いました。低学年では主に歩行

の仕方についての講義、中高学年では主に自転車の乗り方についての講

義と実技講習を行いました。令和４年岡山県での交通事故件数は、

47,917 件、そのうち人身事故件数は 4,348 件、死亡者７４名です。岡

山市での事故件数は 20,773 件、人身事故件数 1,781 件、死亡者２６

名です。岡山市の小学生についてみると男子の事故数は女子の２倍だそ

うです。また、事故は自宅近く５００ｍ圏内でよく起こっているそうです。

具体的な数字には説得力があります。 

 実技講習では、シルバー人材センターが運んでくれた自転車を使って、

①発進、②路側帯の走行、③信号のある交差点の直進、④見通しの悪い交

差点での一時停止と通過、⑤歩道がない場合の駐車車両の回避について

練習しました。安全確認の基本は目視で「右、左、右後ろ」。左端を走る自転

車には右後ろの確認も大切です。交差点に入る前に確認を終わらせるこ

とも大切です。安全確認には余裕が必要ですが、確認方向に顔を向けるだ

けでふらつく人もいました。さらに練習の必要な人もいたようです。 

 小学生は歩道を走行できますが、歩道や路側帯の走行については、間違

いやすい点もあるようです。お子さんが安全に過ごせますよう、家族で一

緒にルールを確認したり、近所の危険か所を確認したりしていただけると

幸いです。ご安全に！  
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 給食時間、上道学校給食センタ

ーから栄養教諭の先生がいらっ

しゃって、この日の給食献立をも

とに食材や含まれる栄養につい

て、学年にあわせて教えてくだ 

さいました。いつもおいしくいただい

ている給食の向こうに自分たちの健

康を考えてくださる先生がいて、思い

を込めて作ってくださっていることを

感じながら給食をいただいていました。 

 

 

 今年の夏はとても暑かったので

すが夏休みの間も草木は元気よく、

運動場には多くの草が生えていま

した。２学期に子どもたちが気持

ちよく活動できるよう PTA が中

心となって運動場の草抜きと側溝

の掃除をしてくださいました。暑

い日だったので片付けを含めて１

時間で行いました。西門付近や校

舎の北側の草はスポーツ協会会

長さんが刈ってくださいました。 

 ２学期、まだまだ暑い日が続き、

熱中症指数に従って運動場で活

動できない日も多くありますが、

子どもたちは朝からサッカー等楽

しんでいます。ありがとうござい

ました。 

 

 

 角山夏祭りが終わり、体育館外周に足場が組まれました。

長寿命化のための外壁工事が行われます。屋根・外壁を高圧

水で洗浄し、コンクリート壁に幾つも穴をあけてモルタルを

入れ、塗装し直します。工事期間中も体育館内の使用は可能

とのことですが、フェンスで囲まれている工事エリアは委託

業者の管理下にあります。体育等での体育館使用の際は委

託業者の指示に従って安全に使用したいと考えています。工

事は１１月まで続きます。学校施設開放の関係団体へもお知

らせしていますが、その他、非常災害時等での使用について

は、教頭までお問い合わせください。 

毎月第３日曜日は「家庭の日」です。 
家族そろって夕食をとりましょう。 
（県青少年育成県民会議） 


